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8 レビュー年 
 

2018年度は、税関国境警備局の統合型取引ネットワークを使って、

26件の国家レベルの知的財産権に関する特別業務と、同じく103件の

地方レベルでの知的財産権に関する特別業務を実施した。この特別

業務とは、米国各地の海港、空港における国際郵便施設、メール便

取扱業者が取り扱うリスクが高いと考えられる搬送品を対象に実施し

たものであり、この結果4,891件の知的財産権侵害品を差し押えた。も

しそれらが本物であった場合、その希望小売価額の合計は9400万ド

ルと推定される。 

これは、特別業務を実施した前年度(2017年度)と比較して104%増加 
したことを示している。 

 

税関国境警備局と国土安全保障捜査は、希望小売価額総額約15.5

百万ドルにのぼる偽造商標が付されたコンピュータ・ネットワーク機器

213件を差し押さえた。これは、2017年度に比べて、押収件数としては

25%増加し、希望小売価額ベースでは112%増加している。これらネットワ

ーク機器は全国21か所の港湾で押収され、税関国境警備局に登録さ

れている7つの商標に違反していた。 

 
偽造コンピュータ・ネットワーク機器を取り扱ったニュージャージー

州の輸入業者は、同州の連邦地方裁判所管轄の連邦刑務所に約1

年間収容され、医療会社、大学、連邦および地方政府機関を含む7

団体の被害者に対して約100万ドルの損害賠償金を支払った。ま

た、商標権を所有する２名も賠償を受けた。 

 
ヒューストン連邦地方裁判所管轄の連邦刑務所では、偽造コンピュ

ータ・ネットワーク機器を輸入したテキサス州の業者が刑務所に2年間

収容された。輸入業者は商標権を所有者に対して賠償金として6万ドル

を支払った。 
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10 レビュー年 
 

移民税関捜査局が管轄する国家知的財産権調整センター(IPRセンタ

ー)は税関国境警備局の代表とともに、スーパーボウルIIに先立ち、ス

ポーツに関連する模倣品の不法輸入に共同で対処するために、運営

団体の参加者に対して強制捜査を実施した。これらの努力の結果、推

定1,570万ドル相当の171,926件を超えるスポーツ娯楽関連の模倣品が

押収され、24の罪状で65人が検挙された。 

 
2017年12月11日、移民税関捜査局シカゴ戦術分析ユニットは、中国か

らの外国郵便物を対象とした調査を行った。小包の中に薬物の密輸品が

含まれている疑いがあったため、国土安全保障捜査に通知した。2017年

12月15日、国土安全保障捜査の特別捜査官及び米国郵政公社(USPIS)

の検査官は小包を入手し、国境検問を実施したところ、予定外のベンゾ

ジアゼピン系の薬品であるクロナゾラム約248グラムを発見した。 

 
さらに調査したところ、荷物の受取人の親しい関係者の多くが、地

元の警察署によって、ストリート・ギャングのメンバーとしてマークさ

れていたことが明らかになった。移民税関捜査局はシカゴ戦術分析

ユニットと協力して、受取人である仲間あてに送られたいくつかの国

際郵便物をターゲットにして、調査を行った。 

これらの調査により、錠剤をプレスする工程で使用されると疑われる

不活性添加剤と錠剤をプレスするパーツを発見した。2018年3月、移民

税関捜査局、米国郵政公社及び地方警察は捜査対象者の居住地で捜

査令状に基づき、数百個のザナックス錠を発見した。 
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レビュー年 11  

さらに、捜査官は倉庫施設についての捜査令状を取り、営業行

為を行うレベルの薬品を製造できる施設を発見し、その解体を行っ

た。捜査対象者及びその関連メンバーは、その後、米国法第18号

第2320条「模倣品取引違反」によって起訴された。 

 
2017年度に国が手掛ける27事業のうち6事業を移民税関捜査局

のCenters of Excellence and Expertise(センター)が担当している。さ

らに、2018年度は26ある国家事業のうち24事業に増加しており、知

的財産権分野におけるリスク分野への対応のための事業が進展

し、展開・実施されている状況が明らかとなった。 

センターが実施する事業により差し押さえられた製品の希望小売価

額の総額は、2017年の140万ドルから2018年には1,150万ドルを超え

た。これらの強制捜査は、特定の通関手続において実施されるか、又

は全ての通関手続きで実施され、より多くのリスク情報が明らかにされ

ていく。 

センターは、必要に応じて港湾スタッフおよび国土安全保障捜査

と緊密に協力して活動する。 

 
2015年、貿易円滑化及び貿易執行法(TFTEA)第308条(d)に基づ

き、移民税関捜査局は、知的財産権を強化する目的で、ハードウェ

ア、ソフトウェア、設備及び技術について民間事業者からの提供を

受けるためのルールを定めた。 

 第308条（19 CFR 133.61）の施行を受けて、いくつかの著名な官民

パートナーシップが生まれ、移民税関捜査局は米国に入ってくる偽造

製品を迅速かつ正確に検出する能力を強化した。たとえば、シスコか

ら提供されたオンラインパッケージ検索ツールと組み合わせて使用さ

れるスキャナーは、8月の2日間で147の偽造されたスイッチベースユ

ニットの押収を支援し、その希望小売価額の総額は958,375ドルであ

った。
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12 レビュー年 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移民税関捜査局は、2018年度も、模倣品の購入に伴う多くのマイナ

スの影響について、国民に周知徹底を図るため、「模倣品の真実」キャ

ンペーンを継続して実施した。このキャンペーンは、米国各地の主要な

国際空港の大型電子掲示板に掲載された広告と、旅行が多い休日や

夏休みの期間中にいくつかの旅行ウェブサイトに掲載されたオンライン

広告とから構成されている。 

この広告は模倣品の購入が犯罪活動を支援し、重大な健康及び

安全上の結果をもたらし、米国経済に有害な影響を及ぼす可能性が

あることを旅行者に警告することによって、これらの旅行者に模倣品

の未知の危険性を啓発することを目的としたものであった。キャンペ

ーンはこれから購入を行おうとする消費者を啓蒙するもので、良品を

扱うお店で買い物をすることを推奨している。2018年度には、約2億

回の放送があった。詳しい情報は、キャンペーンウェブサイト

www.cbp.gov/fakegoodsrealdangersに掲載されている。 
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レビュー年 13  

 

 また、移民税関捜査局が管轄

する国家知的財産権調整セン

ター(IPRセンター)と官民連携を

図り、共同で知的財産の無断

盗用対策に取り組んでいる。 

   この構想は模倣品、

不良品および汚染品の違

法輸入および違法流通に

対処するために、官民それ

ぞれの部門での情報共有

を強化することを目的として

いる。 

 

この共同の取り組みは、IPRセンターの公衆衛

生と安全の保護、経済、サプライチェーンの確保という優先事項に

ついて議論し、権利保有者、製造業者、輸入業者、関税仲介業者、

貨物輸送業者、保税施設、運送業者などを保護の対象としている。

業界への働きかけに加えて、違法物品の差押えを容易にするため

に、連邦、州、地方、外国の法執行機関の国内外で訓練を実施し

ている。2018年度は308件の出張研修に16,000人以上が参加した。 

 
税関国境警備局は、知的財産権の電子記録（IPRR）システム

（https://iprr.cbp.gov/）を使用して、所有者が税関国境警備局に

記録した連邦登録商標および著作権に関する知的財産権の権

利強化に努めている。税関国境警備局が知的財産権の実効性

を確保するためにアクセスできる安全な専有データベースを使用

して、これらの記録を管理している。 

権利保有者によって作成された製品IDマニュアルもデータベースにリ

ンクされ、商品が正当なものであれば、税関国境警備局によって作成

に使用される。 
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14 レビュー年 
 

税関国境警備局は2018年度末現在で、実際に使用されている

17,641件を超える商標権及び著作権を管理しており、2018年度にその

うちの2,289件の新規登録及び812件の期限切れ記録を更新している。 

 
2018年度はTFTEA第304条に基づき、米国著作権局(USCO)への

登録申請中の著作権について、42件の新たな登録がなされた。 

 
移民税関捜査局は知的財産権の実効性確保のため、権利者を支援

する。http://IPRS.cbp.gov/の知的財産権検索(IPRS)と呼ばれる検索エ

ンジンを使用すれば、現在使用されている知的財産権の記録と使用さ

れていない記録の両方の公開データベースが利用可能である。知的財

産権侵害の可能性については、

https://eallegations.cbp.gov/Home/Index2のe-Allegations Online 

Trade Violation Reporting Systemを使用して移民税関捜査局に提出す

ることができる。 
 

CBPが押収した偽造財布 
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